
 

 

 

 

 

「第２次名張市ばりばり食育推進計画」の実施状況について 

（令和４年度実施報告及び令和５年度事業計画） 

 

令和５年８月２２日 

全員協議会資料 

福祉子ども部 健康・子育て支援室 



令和4年度取組  １．家庭における食育の推進

１．家庭における食育の推進
（１）健やかな心と体を育む生活習慣の形成

施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告
健康・子育て
支援室

「地域の広場」において「早寝早起
き朝ごはん」を基本とした生活リズ
ム定着の必要性の啓発を⾏います。

朝食啓発リーフレットを作成し、地域
の広場やなばり子育てＬＩＮＥを通し
て情報提供を⾏いました。

学校教育室 「早寝早起き朝ごはん」について、
学校からの通信や学校ホームページ
等を活用し、引き続き保護者や地域
に啓発を⾏い、児童の基本的生活習
慣の形成を図ります。

・「早寝早起き朝ごはん」について、
学校通信やホームページ等を活用し、
保護者や地域に啓発を⾏いました。
・児童生徒の基本的生活習慣につい
て、全国体⼒・運動能⼒、運動習慣等
調査に項目があることから、各校に市
内の児童生徒の状況を伝え、各校の調
査結果を分析し、課題解決に向けた指
導を進めるよう促しました。

妊娠期及び授乳期における望ましい食生
活の実現のため、「妊産婦のための食生
活指針」等を活用した栄養指導を⾏いま
す。

健康・子育て
支援室

・⺟子健康⼿帳発⾏教室において栄
養指導を⾏います。
・妊産婦へ健診の結果を基に栄養指
導を⾏います。

・⺟子健康⼿帳発⾏教室を開催し、栄
養指導を実施しました。（２４回）
・妊婦健診の結果、栄養指導が必要で
あった妊婦に指導を⾏いました。
・妊娠８か月の人を対象にリーフレッ
ト「妊娠中の食事のポイント」を送付
しました。

「授乳・離乳の支援ガイド」に基づき、
妊産婦や子どもに関わる多機関、多職種
の保健医療従事者が授乳及び離乳に関す
る基本的事項を共有し、妊娠中から離乳
の完了に⾄るまで、支援内容が異なるこ
とのないよう一貫した支援を推進しま
す。

健康・子育て
支援室

妊産婦や子どもに関わる多機関・多
職種の関係者を対象に、「授乳・離
乳の支援ガイド」の周知を⾏い、支
援の平準化を図ります。

６月の子育て支援員研修で、離乳食に
ついて講義をしました。

乳幼児健康相談や乳幼児健康診査等にお
いて、健やかな生活習慣の形成に向けた
基本的な生活や食習慣についての指導を
⾏います。

健康・子育て
支援室

各健康診査及び健康相談において基
本的な生活や食習慣について指導を
⾏い、健やかな生活習慣の形成を図
ります。

・各健康診査、各相談及び離乳食教室
において指導を⾏いました。
１歳６か月児健康診査（２４回）
３歳６か月児健康診査（２４回）
乳幼児健康相談（１２回）
かがやき健康相談（１２回）
離乳食教室（１１回）
・３歳６か月時健康診査時では、「早
寝早起き朝ごはん」のリーフレットを
用いて管理栄養⼠が指導を⾏いまし
た。

朝食を摂ることや早寝早起きを実践する
ことなど、子どもの健やかな生活習慣の
形成のため、「早寝早起き朝ごはん」の
運動等を学校や地域等の協⼒を得ながら
推進します。
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 １．家庭における食育の推進

（２）豊かな食生活を送るための望ましい食習慣の定着
施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告

健康・子育て
支援室

子育て世帯の親子を対象に「野菜を
使った料理」「栄養バランスのとれ
た食事」をテーマに調理実習を中心
とした食育講座を⾏います。

・食育講座を開催しました。（全２
回）
第１回︓９月２４⽇
「親子料理教室 野菜を使ったス
イーツ作り」
（３組・７人参加）
第２回︓１１月１⽇
「⼤人の料理教室 彩り野菜でワン
ランクアップ料理」
（４人参加）
・市内企業が１１月２６⽇に開催し
た「ばりっこレシピコンテスト」の
審査に協⼒しました。応募総数３９
７件の中から３組の親子が実技⼤会
に参加しました。

文化生涯学習
室

放課後子ども教室において調理体験
事業を⾏います。

放課後子ども教室において、子ども
たちが⾃分で料理を作り、食につい
て学ぶ調理体験を実施しました。
（５回）

家族等と食卓を囲み、楽しく食事をし、
コミュニケーションを図る「共食（トモ
ショク）」の推進に取り組みます。

健康・子育て
支援室

「共食（トモショク）」について市
ホームページ等を用いて効果的な
周知を⾏います。

地域活⼒創生室の協⼒のもと「＃名
張感動」投稿キャンペーン２０２２
お楽しみ企画として「家族で楽しむ
共食（トモショク）」の投稿を募集
しました。インスタグラムで２３件
の投稿がありました。

子どもが料理をする体験を通じて、望ま
しい食習慣を学び、食事を楽しむ機会を
提供する活動を進めます。
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 １．家庭における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告
子ども家庭室 ・市が委託しているひとり親家庭学

習支援ボランティア事業において、
原則第３⽇曜⽇を食育の⽇とし、保
護者同伴の下、食に関する学習を⾏
いました。（計８回）
・市内各地で地域づくり組織などに
より子ども食堂が運営されていま
す。（なばりこども食堂、こども食
堂―ブックカフェ―、つつじが丘地
域「おにぎりクラブ」、すずらん台
地域「なかよし食堂」）
食材を持ち寄り子どもと一緒に料理
を作る取組が⾏われている子ども食
堂もあります。

健康・子育て
支援室

・名張市食生活改善推進協議会が、
１２月２１⽇に放課後児童クラブ
「いろえんぴつ」で親子の食育講座
を開催し、だしの話と試飲を⾏いま
した。（３４人参加）

食に関する学習や体験活動を通じて、家
庭と地域等が連携した食育の推進を図り
ます。

食に関する学習や体験の機会を提供
する活動への支援を⾏います。
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 ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進
（１）学校における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告
各学校では食育担当者を位置付け、校内
食育推進体制を整えるとともに、学習指
導要領に基づき、各学校で作成された食
育全体計画・年間指導計画により食育を
推進します。

学校教育室 ・各学校で作成する「学校教育計
画」のうち、「食に関する指導の全
体計画」及び「食に関する指導の年
間指導計画」を⾒直し、計画的に取
組を進めます。
・市内の学校、幼保施設の食育担当
者を対象とした食育実践交流会を開
催し、本推進計画の確認とともに各
校（園）の実践交流と情報交換を⾏
います。

・各校の「食に関する指導の全体計
画」及び「食に関する指導の年間計
画」について提出を求め、計画的・
系統的に取り組めるよう指導助言を
⾏いました。
・市内の学校、幼保施設の食育担当
者を対象とした食育実践交流会を２
月１３⽇に開催し、本推進計画の確
認とともに各校（園）の実践交流と
情報交換を⾏いました。

給食や昼食の時間、家庭科・特別活動は
もとより、各教科や道徳科、総合的な学
習の時間等を活用し、体験活動を取り入
れながら食育を推進します。

学校教育室 ・学校、幼保施設の食育担当者等に
よる実践の交流で情報交換を⾏い、
各校での取組に取り入れていきま
す。
・地域や保護者と連携した体験活動
を実施し、活動成果を学校からの通
信や学校ホームページにて発信しま
す。

・学校、幼保施設の食育担当者等に
よる実践の交流で情報交換を⾏い、
各校での取組の参考にしました。
・栽培活動（野菜）、農業体験活動
（田植え、ぶどう栽培）等を通し
て、地域住⺠や保護者と連携した体
験活動を⾏うとともに、その成果を
学校通信やホームページで発信しま
した。

肥満とやせが心身の健康に及ぼす影響な
ど健康状態の改善に必要な知識を普及す
るとともに、食物アレルギー等、食に関
する健康課題を有する子どもに対しての
個別相談体制を充実させます。

教育総務室 ・健康状態の保持増進及び改善に必
要な情報を学校からの通信や学校
ホームページ等で発信します。
・食物アレルギー等を有する児童の
保護者と面談し、学校での対応を協
議します。

・コロナ禍における健康管理も含
め、健康状態の保持増進及び改善に
必要な情報を保健だよりや給食だよ
り等で発信しました。
・食物アレルギーを有する児童の保
護者と面談を⾏い、学校での対応等
について協議を⾏いました。

効果的な食育推進を図るため、学校、家
庭、地域、関係団体等が連携し、協⼒し
た取組を推進します。

学校教育室 市内の学校、幼保施設の食育担当者
を対象とした食育実践交流会を開催
し、地域や各種団体との連携を基に
した取組や、連携の工夫、家庭への
朝食の必要性の啓発について情報交
換を⾏い、各校の取組に反映しま
す。

市内の学校、幼保施設の食育担当者
を対象とした食育実践交流会を開催
し、地域や各種団体との連携を基に
した取組や、連携の工夫、家庭への
朝食の必要性の啓発について情報交
換を⾏い、各校の取組に反映しまし
た。
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 ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告
栄養教諭の専門性を活用する等、食に関
する指導の充実に取り組み、家庭での食
習慣の定着が図られるよう、学校から家
庭に食育に関する情報提供を⾏います。

学校教育室 ・担任と栄養教諭が連携し、朝ごは
んの⼤切さや食事のマナー等につい
てタブレット等を活用しながら食の
指導を⾏い、指導内容について学校
からの通信や学校ホームページ等で
発信します。
・朝の健康観察や生活リズムチェッ
ク等での朝食摂取の有無を確認する
取組の推進や朝食メニューコンクー
ルへの積極的な参加の促進を⾏い、
朝食への興味・関心の喚起を図りま
す。

・食育月間を中心に栄養教諭が担任
と連携し、朝ごはんの⼤切さや食事
のマナー、食の指導を⾏い、子ども
が食に対して関心を持てるようにし
ました。子どもが学んだことを、学
校からの通信やホームページで発信
し、家庭と共有しました。
・朝の健康観察や生活リズムチェッ
ク等での朝食摂取の有無を確認する
取組の推進をするとともに、朝食メ
ニューコンクールへの積極的な参加
を啓発し、６校２８２人から応募い
ただきました。

食物アレルギー疾患を持つ児童に対して
は、児童の実態を把握した上で、除去食
対応等安全な学校給食を提供します。

教育総務室 食物アレルギーがある児童には、
「学校給食における食物アレルギー
対応指針」（文部科学省）、「名張
市学校給食における食物アレルギー
対応マニュアル」等に基づき、安全
を最優先に引き続き対応します。

食物アレルギーがある児童には、
「学校給食における食物アレルギー
対応指針」（文部科学省）、「名張
市学校給食における食物アレルギー
対応マニュアル」等に基づき、安全
を最優先に引き続き対応しました。

地場産物を学校給食の食材に活用した
「バリっ子給食」を推進することで、名
張の⾃然、文化、産業等に対する児童の
理解を深めるとともに、それらの生産等
に携わる人たちへの感謝の気持ちを育み
ます。

教育総務室 「バリっ子給食」「みえ地物一番給
食の⽇」の実施、通常給食における
地場産物の活用を意識した献⽴作成
を⾏うとともに、取組を学校からの
通信や学校ホームページ等にて周知
を図ります。

・納入業者・生産者と調整しなが
ら、引き続き「バリっ子給食」「み
え地物一番給食の⽇」を推進しまし
た。また、通常給食でも地場産物の
活用を意識して献⽴作成及び発注を
⾏いました。
・「バリっ子給食」を２８回、「み
え地物一番給食の⽇」を２２回、加
えて寄贈いただいた「伊賀牛肉」を
使った「牛汁」献⽴を実施し、地域
のことについて理解を深め、生産等
に携わる人たちへの感謝の気持ちを
育みました。
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 ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告
学校給食において郷⼟料理等の伝統的な
食文化を継承した献⽴を取り入れ、和食
の継承を推進します。

教育総務室 郷⼟料理や⾏事食等を食に関する指
導の全体計画に組み入れ、計画的に
学校給食で提供し、和食の継承を推
進します。

・昔から食べられてきた食材を使用
し、５月に「さびらきごはん」「か
しわもち」、６月に「かたやき」、
７月に「七夕にゅうめん」、１月に
正月献⽴等、⾏事食や伝統料理を取
り入れ、児童に食文化を伝えまし
た。
・献⽴に和食を多く取り入れ、伝統
的な和食文化を給食を通じて伝えま
した。

中学校給食の実施に向けた取組を進めま
す。

教育総務室 中学校給食の実施に向けて、給食施
設の整備⼿法等を検討を⾏います。

中学校給食の実施に向けて、次年度
に実施方式、事業⼿法の詳細な検討
と「基本計画」の策定を⾏うための
基本構想の作成を⾏いました。ま
た、実施に係る⺠間活⼒等導入可能
性調査業務委託業者を選定しまし
た。
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  ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

（２）幼稚園・保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進学校における食育の推進
施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保
連携型認定こども園教育・保育要領に基
づき、各幼稚園、保育所（園）及び認定
こども園等で作成された食育計画に沿っ
た食育を推進します。

保育幼稚園室 ・各幼保施設において作成の食育計
画に基づき食育を推進します。
・学校、幼保施設の食育担当者を対
象とした食育実践交流会に参加し情
報交換を⾏います。

・各幼保施設（２８施設）ごとに作
成の食育計画に基づき食育を推進し
ました。
・学校、幼稚園、保育所（園）及び
認定こども園の食育担当者等による
実践交流会を２月１３⽇に開催し、
蔵持こども園が食育実践報告を⾏い
ました。

⾃ら進んで食べようとする気持ちを育て
るために、食べ物への興味や関心を高め
る活動を取り入れます。

保育幼稚園室 教育・保育活動の中で、子どもたち
の食べ物への興味や関心の向上が⾒
込まれる活動を多く取り入れます。

・食べ物や野菜に関する絵本を整
え、園庭では米や季節の野菜を栽培
し水やりや草引きをしながら育てま
した。
・育てた野菜を給食に取り入れるな
ど年齢や発達に応じた教育保育活動
を展開し、食べ物への興味や関心を
高める取組を⾏いました。
・１１月２４⽇の「和食の⽇」に合
わせて、１１月２１⽇の給食に煮干
しだしを使った献⽴「さつまいもの
味噌汁」を取り入れ、子どもたちに
だしをとる前の昆布や煮干しを⾒せ
るなどして、だしの話をしました。

⾃然の恵みとしての食材や、調理してく
れた人への感謝の気持ちを育むよう努め
ます。

保育幼稚園室 ・地域や保護者の協⼒を得ながら栽
培活動を多く取り入れます。
・栽培、収穫した食べ物を給食に取
り入れ、⾃然の恵みとしての食材料
を認識し、感謝の気持ちと命を⼤切
にする気持ちを育む取組を⾏いま
す。

・園庭での米や季節野菜の栽培、食
事の前の「いただきます」の挨拶な
ど、年齢や発達に応じた教育保育活
動を展開し、食材や調理してくれた
人への感謝の気持ちを育む取組を⾏
いました。
・保育所・認定こども園、地域型保
育施設の２６施設でＮＰＯ法人から
寄贈された新米を調理して食し、お
礼の⼿紙を渡しました。
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  ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告
友達と楽しく食べられるよう、和やかな
雰囲気づくりを心掛けます。

保育幼稚園室 新型コロナウイルス感染症の感染予
防に努め、子どもたちが楽しく食事
ができる和やかな雰囲気づくりに取
り組みます。

新型コロナウイルス感染症の感染予
防のため、パーテーションを置く、
同じ方向を向いて食べる等の対策を
しました。座る間隔を空けロの字に
なるなど、友だちの顔を⾒ながら楽
しく食事をする工夫をした園もあり
ました。また、食事前の机や⼿指消
毒等、清潔な環境の中で子どもたち
が安全に楽しく食事ができるように
しました。

地域の子育て家庭からの乳幼児の食に関
する相談への対応や情報提供等に努める
ほか、地域の関係機関等と連携しつつ、
積極的に食育を推進します。

保育幼稚園室 在宅の子育て家庭からの乳幼児の食
に関する相談の対応及び情報提供に
努めます。

・６月１５⽇・１０月２６⽇に国津
出張なかよし広場において離乳食の
レシピ紹介(ベビーフードを活用した
レシピ等)、食に関する相談への対応
を⾏いました。（計１０組参加）
・１月１１⽇に赤目保育所マイ保育
ステーションで食育講座を開催しま
した。子どもの食事の普段の様子を
聞き取りながら進め、食事の悩み等
に寄り添いました。（３組参加）

子どもの発育及び発達の過程に応じた食
事の提供、食育の実施が⾏えるよう家庭
や地域の協⼒を得ながら推進します。

保育幼稚園室 家庭との連絡を密に取りながら、子
どもの発育及び発達の過程に応じた
食事を提供するように努めます。

・保護者から家庭での様子を朝の受
入れ時や連絡ノートからこまめに聴
取し、子どもの状態を把握し発育及
び発達に応じた食材の選択、調理形
態に配慮しました。
市の統一献⽴使用施設 １１施設
園独⾃献⽴使用施設 １５施設
・各幼保施設における食育計画に基
づき、各年齢に応じた食育活動を実
施しました。特に３歳以上児は、保
育所や地域の畑で地域の人の協⼒を
得ながら栽培に取り組みました。

給食献⽴には、旬の食材を活用し、様々
な食材が味わえるようにするとともに、
⼿作りを心掛けます。

保育幼稚園室 栄養価が高く、美味しい「旬」の食
材を献⽴に活用し、様々な食材を味
わえる給食献⽴の作成、⼿作りの給
食の提供に取り組みます。

春はなばなやタケノコを使った献⽴
（なばな味噌汁、タケノコのかき揚
げ、若⽵汁）を提供し、夏はスイカ
をおやつとして取り入れました。
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  ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告
保護者との連携を密にし、離乳食やアレ
ルギー対応食など子どもの状況に応じた
給食の提供に努めます。また、給食試食
会や献⽴表を通じて食に関する情報提供
を⾏います。

保育幼稚園室 ・離乳食やアレルギー対応食など
は、保護者との連携を密に取って提
供します。
・レシピ紹介や食育だより、献⽴表
を通じて保護者への食に関する情報
提供を⾏います。
・給食試食会はコロナウイルス感染
症の影響で実施困難ですが、写真等
を使用して保護者へ情報提供を⾏い
ます。

・離乳食提供は、保育施設と保護者
が家庭での様子を共有し進めまし
た。また、食物アレルギー対応食は
医師の指示書を基に給食での対応を
保護者、施設⻑、調理員、栄養⼠で
協議して細心の注意を払いながら提
供しました。
・おやつ試食会を実施しました。
・写真やお便りを使用して給食の情
報提供を⾏いました。
・保護者へ給食献⽴表や給食だより
でレシピ紹介による食に関する情報
提供を⾏いました。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承
（１）健康寿命の延伸に向けた取組

施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告
ごはんを主食としながら、主菜・副菜に
加え、適度に牛乳・乳製品や果物が加
わった、バランスのとれた「⽇本型食生
活」の実践を促進します。

健康・子育て
支援室

「⽇本型食生活」に関する情報を、
市ホームページ等を用いて効果的な
周知を⾏います。

「⽇本型食生活」に関するリーフ
レットを二十歳のつどいで配布しま
した。

市内の高校等と連携をとり、「⽇本型食
生活」の実践に向けた具体的な取組の情
報提供を⾏います。また、生徒・学生が
⾃ら発信することで、情報拡散へとつな
げる取組を支援します。

健康・子育て
支援室

市内の高校等にバランスの取れた食
事「⽇本型食生活」についての情報
提供を⾏います。

名張高校と連携し、学生３４０人を
対象に朝食アンケートを実施しまし
た。学生がアンケート結果や朝食の
⼤切さについての朝食啓発動画を作
成し、市公式ユーチューブや子育て
ライン等で配信、また、市公式イン
スタグラムで名張の冬の伝統野菜
「タネ菜」を使ったレシピを公募
し、紹介しました。

健康づくりを推進する計画である「健康
なばり２１計画」を通して、健全な食生
活の実践につながる取組を推進します。

健康・子育て
支援室

生活習慣病の発症予防と重症化予防
に重点を置き、健康教室等で健全な
食事や運動について指導を⾏いま
す。

１５地域において健診結果説明会を
実施し、食事や運動など生活習慣に
ついて指導しました。

⻭と⼝腔の健康づくりの推進を目的とし
た「⻭と⼝腔の健康づくり計画」と連動
し、食育を推進します。

健康・子育て
支援室

⼝腔機能の低下による低栄養を防ぐ
ため、オーラルフレイルの重症化予
防に取り組みます。

・地域の健康教育で、オーラルフレ
イルについて啓発しました。
・健診結果説明会において７５歳以
上のオーラルフレイル指導対象者へ
⻭科衛生⼠が個別指導を⾏いまし
た。（３０人）
・妊娠８か月の人を対象にリーフ
レット「妊娠中の⻭の健康」を送付
しました。

介護・高齢支
援室

単身・高齢者世帯の方に、市の配食
サービス事業や各地域での配食ボラ
ンティア活動により、栄養バランス
の取れた食事の提供を継続して⾏い
ます。

単身・高齢者世帯の方を対象に、栄
養バランスの取れた食事の提供を⾒
守り・声掛けを兼ねて実施しまし
た。
市配食サービス（週３回まで）
 平均利用者数 １５４．６人
 延べ１９，２４３食
配食ボランティア（概ね週１回）
 ９地域・９団体
 延べ１９，５０１食

低栄養予防やフレイル予防といった高齢
者の活⼒を維持する食育を推進します。

11



 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告
健康・子育て
支援室

フレイル予防の取組として健康教室
等で食事や運動について指導を⾏い
ます。

・地域の健康教育で、低栄養予防に
ついて啓発しました。
・健診結果説明会にて７５歳以上で
ＢＭＩ１８．５以下の対象者に、個
別に栄養指導を⾏いました。（１７
人）

栄養成分表示を活用し、⾃分に応じた食
品を選択できることで、減塩や肥満予防
等の健康づくりを推進します。

健康・子育て
支援室

健康教室等で健全な食事や食品の選
択について指導を⾏います。

・まちじゅう元気︕︕リーダーフォ
ローアップ研修にて、食育ＳＡＴシ
ステムを体験し、栄養価や食事のバ
ランスについて振り返る機会を提供
しました。（７９人参加）

地域で活動する食育の推進に関わるボラ
ンティア（「名張市食生活改善推進協議
会」「名張市ボランティア楽食会」等）
の活動を支援します。

健康・子育て
支援室

食育の推進に関わるボランティアが
活動する場を提供します。

・食育の推進に関わるボランティア
に協⼒を依頼し、「ベジメータ®Ｓ
Ｅ」体験会を開催しました。（８地
域１０か所）

企業等と連携を取り、生活習慣病の予防
及び改善や健康づくりにつながる健全な
食生活の実践に向けた取組を推進しま
す。

健康・子育て
支援室

企業へ健全な食生活実践を啓発する
ための情報提供を⾏います。

朝食啓発リーフレットを作成し、関
係機関に提供及び啓発を依頼しまし
た。

まちじゅう元気!!リーダー、地域づくり
組織等の様々な団体と、多様に連携、協
働し、⾃然に健康になれる食環境づくり
に向けた取組を推進します。

健康・子育て
支援室

各地域でまちじゅう元気!!リーダー
等の活動を支援します。

今後の地域での活動に活かせるよう
に、体験型のまちじゅう元気︕︕
リーダーフォローアップ研修会を実
施しました。体験学習では、食育Ｓ
ＡＴシステム・フレイルチェック・
インボディ測定を実施しました。
（７９人参加）
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

（２）食の安心・安全に関する取組
施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告

生産から消費までの食べ物の循環を意識
し、健康な生活や環境に配慮した適切な
「食」の選択が⾏えるよう、食品の安全
性に関する情報を提供します。

市⺠相談室 市役所内の情報発信コーナー等で関
連するパンフレットを設置し、啓発
を⾏います。

市役所内の情報発信コーナー等で関
連するパンフレットを設置し、啓発
を⾏いました。

国・県等と連携を図り、食の安心・安全
確保のための情報提供を⾏います。

農林資源室 ⽇本型直接支払制度の一つである環
境保全型農業直接支払交付⾦事業の
推進を通じ、有機農業や化学肥料・
化学合成農薬を低減する取組の推
進、ＧＡＰ（農業生産工程管理）認
証の取得の推進による農産物の安全
性、環境保全、労働安全等の持続可
能性を確保する取組を支援します。

みどりの食料システム戦略推進交付
⾦を活用した事業のうち「有機農業
産地づくり推進」に取り組むべく準
備を進め、有機農業の生産振興及び
有機農産物の地域内消費を目指し、
令和５年度以降に取り組むべき事業
内容について計画しました。

市⺠相談室 市役所内の情報発信コーナー等で関
連するパンフレットを設置し、啓発
を⾏います。

市役所内の情報発信コーナー等で関
連するパンフレットを設置し、啓発
を⾏いました。

商工経済室 消費者から信頼を得る正しい食品表
示について事業者へ指導を⾏いま
す。

生しいたけの原産地表示方法の変更
に伴う猶予期間（令和４年３月３０
⽇〜９月３０⽇）が終了し、生しい
たけを扱うとれたて名張交流館にお
いて、生産者とスタッフで表示の再
確認をしました。

安全と健康を考えた食品選択の実⾏に向
け、食品表示について周知を図る取組を
支援します。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

（３）食文化の継承に向けた食育の推進
施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告

地域経営室 ・地域づくり組織等に体験活動等、
食文化の継承に関わる視点を取り入
れるよう呼び掛けを⾏います。
・新型コロナウイルス感染症の感染
対策を留意しながら住⺠が参加でき
るイベントの開催の周知や協⼒を⾏
います。

新型コロナウイルス感染症の影響に
より食に関するイベントは中止にな
ることが多かったものの、感染症対
策をしながら子ども食堂、収穫・調
理体験等が⾏われました。特に国津
地域では、鮎の塩焼きやこんにゃく
づくり、地元食材を使って料理の提
供等も⾏われました。

文化生涯学習
室

放課後子ども教室において調理体験
事業を⾏います。

郷⼟料理や伝統料理など地域の食文
化を学ぶ調理体験等は新型コロナウ
イルス感染症の影響により、未実施
となりました。

学校教育室 ふるさと学習「なばり学」で郷⼟食
や伝統料理について知り、子どもた
ちが体験を通して学ぶきっかけをつ
くります。

ふるさと学習「なばり学」の学習を
はじめ、給食で地元の食材や郷⼟料
理が出された時には、給食時に紹介
を⾏い、郷⼟への理解や関心が持て
るようにしました。

共食（トモショク）を通して、和食、食
事のマナー等の食習慣が受け継がれてい
くように取組を支援します。

健康・子育て
支援室

市⺠へ「共食（トモショク）」につ
いて市ホームページ等を用いて効果
的な周知を⾏います。

地域活⼒創生室の協⼒のもと「＃名
張感動」投稿キャンペーン２０２２
お楽しみ企画として「家族で楽しむ
共食（トモショク）」の投稿を募集
しました。インスタグラムで２３件
の投稿がありました。

料理教室や体験活動等に、郷⼟食や伝統
料理を取り入れることにより、食文化の
普及と継承につなげます。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告
人権・男⼥共
同参画推進室

隠街道市に併せ、市人権センターが
人権啓発まちづくりリーダー養成事
業として、市多文化共生センターと
共に「国際理解〜多文化共生の意識
高揚を図る 世界の食を楽しもう︓
国際屋台村」を出店し、市内に在住
する外国人の方々の⺟国料理を紹介
しつつ、食文化を通じた国際理解を
進めます。

・食品衛生法の改正（令和３年６月
１⽇〜）に伴い、食品衛生責任者の
設置や調理・出店場所の条件が厳し
くなったため、隠街道市の出店を⾒
送りました。
・名張市多文化共生センターと共
に、多文化共生展示会「名張で世界
とつながろう︕」で外国人住⺠数の
上位６か国の料理と食文化を紹介し
ました。

商工経済室 食文化の魅⼒再発⾒を市内事業所の
売上増加への支援の一つとして事業
者へ提案します。

・国津地区の農業者らが名張の冬の
伝統野菜「タネ菜」を栽培し、消費
復活に取り組んでいます。直売所を
はじめ１２月には市役所ロビーで売
り出し、生育状況をみながら随時販
売を⾏っていきます。
・物産振興会が中心となり、市内事
業者と協働して、地元の食材（いち
ご）を使った飲食メニューを作り
「ぐるっと 名張〜春の好い－ちゅっ
♡編」を実施しました。

食品関連事業者等と連携し、名張の食文
化の魅⼒の再発⾒に取り組みます。あわ
せて、世界の食文化やフードダイバーシ
ティ（食の多様性）についての理解を促
します。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進
（１）農林業体験を通じた取組

施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告
農山村地域の持つ特性や資源を活用し、
農山村地域と都市住⺠との農林業体験等
を通じた交流を支援します。

農林資源室 「市⺠親子体験農業さつまいもづく
り」等の催しの開催を通じ、農山村
と都市住⺠の交流を図ります。

「市⺠親子体験農業さつまいもづく
り」を昨年度より作付面積を拡⼤し
て開催し、農家と都市住⺠の交流を
図りました。（２５家族９９人参
加）
５月２９⽇ 苗植付
７月３１⽇ 除草作業
１０月２⽇ 収獲

市⺠が､余暇､生きがい､教育､子育て､福
祉等､様々な目的で「農」に触れあうこ
とができるよう、体験等の場の創出を図
ります。

農林資源室 ・住宅地域と農山村地域が共存する
本市の地域特性を活かし、定年後の
余暇活動や子育て世代の情操教育の
場等、誰もが気軽に農作業を体験で
きる市⺠農園等の環境整備に努めま
す。
・農業と福祉分野との連携等、他分
野との連携による取組を推進しま
す。

・南古山及び上⽐奈知に設置してい
る市⺠農園を貸し出しました。
・名張市障害者アグリ雇用推進協議
会に委託し、みはたメイハンランド
内名張市めばえファームにおいて、
障害者の就労に向けた訓練や⽇中の
居場所づくりとしての農作業を実施
しました。

農林業作業体験希望者を受け入れている
生産者の活動を支援します。

農林資源室 農林業作業体験希望者を受け入れて
いる生産者の活動を支援します。

国津の杜あららぎ工房において、地
元木材を使った巣箱やイス作りの体
験教室を開催するなど、農村と都市
住⺠の交流を図りました。

農林資源室 みえ森と緑の県⺠税市町交付⾦を活
用した学校林整備事業や森林環境教
育を推進します。

⼩学校が実施する「学校林整備事
業」やフィールドワーク学習等の
「森林環境教育推進事業」、地元の
文化に触れ親しみ植林を体験する
「無形⺠俗文化財保全事業」を実施
しました。

学校教育室 ふるさと学習「なばり学」をきっか
けとして、伊賀米、牛、ぶどう、メ
ロンなど飼育・栽培の⼟地を訪れ、
生産者の思いに触れたり、田植えな
どの農業体験の取組を推進します。

・ふるさと学習「なばり学」をきっ
かけとして、社会⾒学や校外学習で
ぶどう狩りに訪れ、生産者の思いに
触れることができました。
・米、牛、ぶどう、メロンなどの飼
育地・栽培地を訪れ、生産者の話を
聞き、命の⼤切さや飼育・栽培の苦
労などを学ぶことができました。

学校等での農林業体験学習や生産現場の
⾒学学習の機会の充実を図ります。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

（２）生産者、食品関連事業者と消費者との交流に関する取組
施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告

名張の農産物やその生産活動などを広報
誌､インターネットなどを活用し紹介し
ます。

農林資源室 名張の農産物を各種媒体を活用し、
周知します。

名張市の新たな特産品としての確⽴
を目指し育成中の「タネ菜」につい
て、生産者の市役所ロビーでの直接
販売や、市広報で名張の伝統野菜と
して紹介すること等により周知を図
りました。

農林資源室 生産者と消費者の交流を図れるよう
直売所のPRに努めるとともに、マル
シェ等の開催、支援に取り組みま
す。

農産物直売所マップの設置によりＰ
Ｒしました。また、令和５年度に取
り組む予定の有機農業産地づくり推
進事業と連携したマルシェ等の開催
について検討しました。

商工経済室 名張の農産物の直売施設であるとれ
たて名張交流館において、生産者が
直接販売を⾏う「対面販売」企画を
通じて、生産者と消費者との交流の
機会を図ります。

とれたて名張交流館において、「対
面販売」を開催し、生産者と消費者
との交流の機会を図りました。（１
３回）

食品関連事業者等は、消費者と接点を有
していることから、食品関連事業者等が
⾏う健康に配慮した商品やメニューの提
供、食に関する情報や知識の提供といっ
た活動の取組を支援します。

商工経済室 事業所魅⼒再発⾒事業を通じ、食育
を意識した消費者交流の有益性を事
業者に啓発します。

とれたて名張交流館において、市内
⼩学生が考案したレシピ（名張の豚
汁等）を紹介しました。

農林資源室 市ホームページ等を活用し、名張ブ
ランドの特産物を広く消費者に周知
します。

国の中山間地域所得確保推進事業の
取組において、令和３年度に新たな
名張の特産品候補として浮上したタ
ネ菜、山椒、ジュニパーベリーにつ
いて引き続き特産品として確⽴でき
るよう取り組むとともに、消費者へ
の有効な周知や販路開拓について検
討を進めました。

商工経済室 名張商工会議所が進めている「名張
ブランド」確⽴を支援することに
よって、地元産品の広報活動を推進
します。

地元産品を広くＰＲするため、１０
月１⽇、２⽇の両⽇、ホッケーのマ
スターズ⽇本代表が市内ホッケー場
で強化合宿を⾏った際、市内の物産
の一部をお⼟産品リストとしてまと
め、選⼿等の皆さんに案内しまし
た。

名張の農産物や加工品の即売会、マル
シェ等のイベント開催の支援と情報発信
を⾏い、生産者と消費者との交流の機会
を図ります。

魅⼒的な名張ブランドの物産品を広く消
費者に紹介します。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

（３）地産地消の取組
施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告

市内産農産物直売所と販売農家を支援
し､市⺠へ地場産物を提供します。ま
た、農産物直売所等の情報を､直売所
マップや広報誌､インターネットなどを
活用し紹介します。

農林資源室 ・伊賀ふるさと農業協同組合などと
連携し市内産農産物直売所と販売農
家を支援し、市⺠へ地場産物を提供
します。
・「⻘空ネット伊賀」など活用し、
市内の農産物直売所の情報を周知し
ます。

⻘空市マップの設置により市内の⻘
空市、農産物直売所の周知に努めま
した。また、地域内での需給調整に
ついて、次年度以降実態把握及び検
討を進めました。

農林資源室 伊賀米、伊賀牛など名張産の品質の
高い地場産物の市内での消費を促進
します。

伊賀米振興協議会や伊賀産肉牛生産
振興協議会と連携し、地場産物の消
費を促進しました。

商工経済室 名張の農産物の直売施設である、と
れたて名張交流館での取扱量の増加
と売上増を図ります。

とれたて名張交流館では、構成団体
の協⼒による新米フェアなどのイベ
ント開催や、ＦＭなばりなどでの情
報発信を⾏いました。

農林資源室 農業者と流通、加工、販売業が連携
して⾏う６次産業化を支援します。

・国の食料産業・６次産業化交付⾦
を活用した、観光果樹園等の運営の
拠点となる農家カフェの施設整備を
支援しました。
・国の中山間地域所得確保事業を活
用し、受託事業者と共に名張の新た
な特産品開発や農産物の高付加価値
化を図る取組を進めました。

商工経済室 販路拡⼤を⾒込み６次産業化を進め
る事業者への支援として、商談会や
販売機会の案内を含めた情報提供を
⾏います。

引き続き、商談会や販売機会の情報
について、事業者・団体へ情報共有
を図りました。

伊賀米、伊賀牛など名張産の品質の高い
地場産物の市内での消費を促進します。

農産物の生産から加工、販売まで⾏う６
次産業化の取組を支援します。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告
学校給食等に地場産物を積極的に使用し
ます。

教育総務室 「バリっ子給食」「みえ地物一番給
食の⽇」の実施、通常給食における
地場産物の活用を意識した献⽴作成
を⾏います。

・納入業者・生産者と調整しなが
ら、引き続き「バリっ子給食」「み
え地物一番給食の⽇」を推進しまし
た。また、通常給食でも地場産物の
活用を意識して献⽴作成及び発注を
⾏いました。
・「バリっ子給食」を２８回、「み
え地物一番給食の⽇」を２２回、さ
らに寄贈いただいた「伊賀牛肉」を
使った「牛汁」献⽴を実施し、地域
のことについて理解を深め、生産等
に携わる人たちへの感謝の気持ちを
育みました。

農林資源室 地元産の農産物の加工等に係る消費
者向けの催し等の開催や情報発信を
通じ、地場産物の消費拡⼤を図りま
す。

「タネ菜」の市役所ロビーや直売所
での販売時には、名張の伝統野菜と
しての説明に加え、調理方法やおす
すめメニューレシピについてもＰＲ
しました。

商工経済室 とれたて名張交流館での売り場造成
の中で農産物情報や調理方法などを
ＰＯＰ等で表現し、売上増・消費増
を図ります。

新鮮な地元野菜やイベント情報など
をインスタグラムを通じて発信し、
売上増・消費増を図りました。

名張の農産物の情報や調理方法などを発
信し、地場産物の消費につなげます。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

（４）観光交流の促進や農山村の活性化に関する取組
施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告

特産品である伊賀米、伊賀牛、地酒、ぶ
どう、お菓子 など をは じめ 、地 元の
「食」を生かした観光資源の開発に取り
組みます。

観光交流室 東奈良名張ツーリズム・マーケティ
ングの取組において、「食」をテー
マにした観光商品やツアーの企画に
取り組みます。

・東奈良名張ツーリズム・マーケ
ティングの取組において、１１月に
外国人誘客に向け広域周遊ツアーを
実施し、海外の旅⾏会社６社に対し
「伊賀牛」のセールスとモニタリン
グを実施しました。
・名張市の取組において、１２月に
ＵＮＷＴＯガストロノミーツーリズ
ム世界フォーラムに出展し、名張の
⽇本酒のプロモーションを⾏いまし
た。

農山村地域の多様な主体が取り組む農
地、農業用施設、⾥山等の整備や保全活
動を支援します。

農林資源室 条件不利地の農用地の生産活動を支
援する中山間地域等直接支払制度や
地域の共同活動を支援する多面的機
能支払制度のほか、森林・山村多面
的機能発揮対策交付⾦を活用し、農
地、農業用施設、⾥山等の整備や保
全活動を支援します。

国の⽇本型直接支払交付⾦制度、三
重県緑化推進協会（三重森林づくり
と学びの⾥地域協議会）の森林・山
村多面的機能発揮対策交付⾦を活用
し、農地、農業用施設、⾥山等の整
備や保全活動の取組を支援しまし
た。
中山間地域等直接支払交付⾦（１２
組織）
多面的機能支払交付⾦（２３組織）
森林・山村多面的機能発揮対策交付
⾦（２組織）
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

（５）食品ロス削減の取組
施策の取組内容 担当室 令和4年度事業計画 令和4年度実施報告

環境対策室 昨年度作成した食品ロス削減啓発冊
子の食品ロス削減レシピを拡充する
とともに、イベントや環境学習、
ホームページなどを通じて食品ロス
削減の推進・啓発を⾏います。

市内事業所主催の「ばりっ子レシピ
コンテスト」に審査員として参加
し、そのレシピを市ホームページに
掲載するなど、イベントや環境学習
などを通じて食品ロス削減の推進・
啓発を⾏いました。

市⺠相談室 教育センターと連携し、週末教育事
業のエシカル工作教室のイベントで
のパンフレットの配布等で食品ロス
の啓発を⾏います。

教育センターと連携し、週末教育事
業のエシカル工作教室のイベントで
食品ロス等の啓発を⾏いました。
（全３回、場所︓教育センター）
９月１７⽇
ラップの芯で万華鏡、ペン⽴てづく
り
（児童１３人、保護者１１人参加）
１１月２６⽇
水引で壁飾りをつくろう
（児童１４人、保護者１３人参加）
１月２８⽇
牛乳パックでティッシュケースづく
り
（児童４人、保護者３人参加）

⼩売店や飲食店等に対し、食品ロス削減
の協⼒依頼を⾏います。

環境対策室 事業系食品ロス減少を図るため、食
品ロス削減に協⼒いただける「完
食︕二十面相出没店」の登録拡⼤に
取り組みます。

コロナ禍のため「完食︕二十面相出
没店」登録拡⼤の取組を十分に実施
できませんでした。

イベントや環境学習等により、食品ロス
削減の推進・啓発を⾏います。
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・朝食啓発リーフレットを作成し、地域の広場やなばり子育てＬＩＮＥを通して
情報提供を実施しました。

・なばり子育てＬＩＮＥで毎月１９日（食育の日）に、朝食リーフレットや、
献立、食中毒予防等、食に関する情報提供を実施しました。

・みえの地物が一番！朝食メニューコンクールの応募作品（市内６校２８２名）の
中から、名張産の食材を使用したレシピを「とれたて名張交流館」において
配布したり、なばり子育てＬＩＮＥで紹介しました。

・保育所（園）では「ほけんだより」で朝ごはんの大切さを保護者に啓発しました。
また、三重県が作成した生活習慣チェックシートを活用し、家庭と保育所（園）
のやり取りに活用しました。

・「＃名張感動」投稿キャンペーン２０２２お楽しみ企画として「家族で楽しむ
共食（トモショク）」の投稿を募集した。期間中に２３件の投稿がありました。

・名張市の新たな特産品として育成中の「タネ菜」を名張市役所のロビーで直接
販売を行いました。おすすめレシピと一緒に、名張の伝統野菜であることをＰＲ
しました。

・名張高校と連携して実施した、学生対象の朝食アンケートの結果を基に、朝食の
大切さを伝える朝食啓発動画を作成し、この動画を名張市公式ＹｏｕＴｕｂｅに
配信しました。
また、学生に「タネ菜」を使ったレシピの作成を依頼し、レシピをインスタ
グラムで紹介しました。

令和４年度取組状況

名張市ばりばり食育推進計画食でもっと「まちじゅう元気!!」

多様な関係者の連携・協働

積極的な情報提供

健やかな心と体を育む
生活習慣の形成

豊かな食生活を
送るための望ましい

食習慣の定着

地産地消の取組

朝 食

共 食 地産地消
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毎月１９日は「食育の日」

毎年６月は

〇朝ごはん、⾷べていますか︖

〇まずは簡単な朝ごはんからトライ︕︕

朝、時間が無いからと朝ごはんを抜いていませんか︖
午前中、からだは動いても頭はボンヤリ、ということに
なりがちです。朝ごはんを食べて、脳とからだをしっかり
⽬覚めさせ、元気に⼀日をスタートさせましょう︕
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「#名張感動」投稿キャンペーン 家族で楽しむ共食
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当選発表

伊賀米コシヒカリ５㎏ ３名

投稿数 ２３件
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隠（なばり）やさい「タネ菜」

名張の伝統野菜「タネ菜」はアブラナ科で
奈良の「大和まな」と共通の祖先をもつ葉物野菜です。
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名張市食生活改善推進協議会提供

• ちくわ巻き、寒天寄せ
• ゆず味噌和え、白和え、チーズかけ、
• すまし汁
• たね菜ときのこのスパゲティ、
• ミネストローネ、スムージー 等

タネ菜の調理例
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• 無限たね菜、からし和え
• たね菜とツナの炒め物、
• しらすのアヒージョとたね菜のパスタ
• たね菜と豚しゃぶ、
• たね菜と油揚げの煮物、
• たね菜と里いものあっさり煮 等

名張市ボランティア楽食会提供

タネ菜の調理例
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（教職員を含みません。）
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令和５年度取組  １．家庭における食育の推進

１．家庭における食育の推進
（１）健やかな心と体を育む生活習慣の形成

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画
健康・子育て
支援室

「地域の広場」等において「早寝早起
き朝ごはん」を基本とした生活リズム
定着の必要性の啓発を⾏います。

学校教育室 「早寝早起き朝ごはん」について、学
校からの通信や学校ホームページ等を
活用し、引き続き保護者や地域に啓発
を⾏い、児童の基本的生活習慣の形成
を図ります。

妊娠期及び授乳期における望ましい食生
活の実現のため、「妊産婦のための食生
活指針」等を活用した栄養指導を⾏いま
す。

健康・子育て
支援室

・⺟子健康⼿帳発⾏教室において栄養
指導を⾏います。
・妊産婦へ健診の結果を基に栄養指導
を⾏います。

「授乳・離乳の支援ガイド」に基づき、
妊産婦や子どもに関わる多機関、多職種
の保健医療従事者が授乳及び離乳に関す
る基本的事項を共有し、妊娠中から離乳
の完了に⾄るまで、支援内容が異なるこ
とのないよう一貫した支援を推進しま
す。

健康・子育て
支援室

妊産婦や子どもに関わる多機関・多職
種の関係者が妊娠中から離乳の完了に
⾄るまで一貫した伴走型相談支援が実
施できるよう支援します。

乳幼児健康相談や乳幼児健康診査等にお
いて、健やかな生活習慣の形成に向けた
基本的な生活や食習慣についての指導を
⾏います。

健康・子育て
支援室

各健康診査及び健康相談において基本
的な生活や食習慣について指導を⾏
い、健やかな生活習慣の形成を図りま
す。

朝食を摂ることや早寝早起きを実践する
ことなど、子どもの健やかな生活習慣の
形成のため、「早寝早起き朝ごはん」の
運動等を学校や地域等の協⼒を得ながら
推進します。
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 １．家庭における食育の推進

（２）豊かな食生活を送るための望ましい食習慣の定着
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画

健康・子育て
支援室

子育て世帯を対象に「親子で作る朝食
レシピ」「野菜を使った簡単レシピ」
をテーマにした食育講座を実施しま
す。

文化生涯学習
室

放課後子ども教室において調理体験等
の活動への支援を⾏います。

家族等と食卓を囲み、楽しく食事をし、
コミュニケーションを図る「共食（トモ
ショク）」の推進に取り組みます。

健康・子育て
支援室

クッキングコンテストを開催し、「共
食（トモショク）」の周知を⾏いま
す。

食に関する学習や体験活動を通じて、家
庭と地域等が連携した食育の推進を図り
ます。

子ども家庭室 食に関する学習や体験の機会を提供す
る活動への支援を⾏います。

子どもが料理をする体験を通じて、望ま
しい食習慣を学び、食事を楽しむ機会を
提供する活動を進めます。
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 ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進
（１）学校における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画
各学校では食育担当者を位置付け、校内
食育推進体制を整えるとともに、学習指
導要領に基づき、各学校で作成された食
育全体計画・年間指導計画により食育を
推進します。

学校教育室 ・各学校で作成する「学校教育計画」
のうち、「食に関する指導の全体計
画」及び「食に関する指導の年間指導
計画」を⾒直し、計画的に取組を進め
ます。
・市内の学校、幼保施設の食育担当者
を対象とした食育実践交流会を開催
し、本推進計画の確認とともに各校の
実践交流と情報交換を⾏います。

給食や昼食の時間、家庭科・特別活動は
もとより、各教科や道徳科、総合的な学
習の時間等を活用し、体験活動を取り入
れながら食育を推進します。

学校教育室 ・学校、幼保施設の食育担当者等によ
る実践の交流で情報交換を⾏い、各校
での取組に取り入れていきます。
・地域や保護者と連携した体験活動を
実施し、活動成果を学校からの通信や
学校ホームページにて発信します。

肥満とやせが心身の健康に及ぼす影響な
ど健康状態の改善に必要な知識を普及す
るとともに、食物アレルギー等、食に関
する健康課題を有する子どもに対しての
個別相談体制を充実させます。

教育総務室 ・健康状態の保持増進及び改善に必要
な情報を学校からの通信や学校ホーム
ページ等で発信します。
・食物アレルギー等を有する児童の保
護者と面談し、学校での対応を協議し
ます。

効果的な食育推進を図るため、学校、家
庭、地域、関係団体等が連携し、協⼒し
た取組を推進します。

学校教育室 市内の学校、幼保施設の食育担当者を
対象とした食育実践交流会を開催し、
地域や各種団体との連携を基にした取
組や、連携の工夫、家庭への朝食の必
要性の啓発について情報交換を⾏い、
各校の取組に反映します。

栄養教諭の専門性を活用する等、食に関
する指導の充実に取り組み、家庭での食
習慣の定着が図られるよう、学校から家
庭に食育に関する情報提供を⾏います。

学校教育室 ・担任と栄養教諭が連携し、朝ごはん
の⼤切さや食事のマナー等についてタ
ブレット等を活用しながら食の指導を
⾏い、指導内容について学校からの通
信やホームページ等で発信します。
・朝の健康観察や生活リズムチェック
等での朝食摂取の有無を確認する取組
の推進や朝食メニューコンクールへの
積極的な参加の促進を⾏い、朝食への
興味・関心の喚起を図ります。
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 ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画
食物アレルギー疾患を持つ児童に対して
は、児童の実態を把握した上で、除去食
対応等安全な学校給食を提供します。

教育総務室 食物アレルギーがある児童には、「学
校給食における食物アレルギー対応指
針」（文部科学省）、「名張市学校給
食における食物アレルギー対応マニュ
アル」等に基づき、安全を最優先に引
き続き対応します。

地場産物を学校給食の食材に活用した
「バリっ子給食」を推進することで、名
張の⾃然、文化、産業等に対する児童の
理解を深めるとともに、それらの生産等
に携わる人たちへの感謝の気持ちを育み
ます。

教育総務室 「バリっ子給食」「みえ地物一番給食
の⽇」の実施、通常給食における地場
産物の活用を意識した献⽴作成を⾏う
とともに、取組を学校からの通信や学
校ホームページ等にて周知を図りま
す。

学校給食において郷⼟料理等の伝統的な
食文化を継承した献⽴を取り入れ、和食
の継承を推進します。

教育総務室 郷⼟料理や⾏事食等を食に関する指導
の全体計画に組み入れ、計画的に学校
給食で提供し、和食の継承を推進しま
す。

中学校給食の実施に向けた取組を進めま
す。

教育総務室 中学校給食の実施に向けての給食会計
の公会計化や、給食施設の整備⼿法等
の検討を⾏います。
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  ２．学校、幼稚園、保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進

（２）幼稚園・保育所（園）及び認定こども園等における食育の推進学校における食育の推進
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保
連携型認定こども園教育・保育要領に基
づき、各幼稚園、保育所（園）及び認定
こども園等で作成された食育計画に沿っ
た食育を推進します。

保育幼稚園室 ・各幼保施設において作成の食育計画
に基づき食育を推進します。
・学校、幼保施設の食育担当者を対象
とした食育実践交流会に参加し、情報
交換を⾏います。

⾃ら進んで食べようとする気持ちを育て
るために、食べ物への興味や関心を高め
る活動を取り入れます。

保育幼稚園室 教育・保育活動の中で、子どもたちの
食べ物への興味や関心の向上が⾒込ま
れる活動を多く取り入れます。

⾃然の恵みとしての食材や、調理してく
れた人への感謝の気持ちを育むよう努め
ます。

保育幼稚園室 ・地域や保護者の協⼒を得ながら栽培
活動を多く取り入れます。
・栽培、収穫した食べ物を給食に取り
入れ、⾃然の恵みとしての食材料を認
識し、感謝の気持ちと命を⼤切にする
気持ちを育む取組を⾏います。

友達と楽しく食べられるよう、和やかな
雰囲気づくりを心掛けます。

保育幼稚園室 クラスごとに教室で食べるだけでな
く、異年齢で一緒に食べたりする機会
を設けるなどして、食事が楽しいコ
ミュニケーションの場でもあるように
取り組みます。

地域の子育て家庭からの乳幼児の食に関
する相談への対応や情報提供等に努める
ほか、地域の関係機関等と連携しつつ、
積極的に食育を推進します。

保育幼稚園室 在宅の子育て家庭からの乳幼児の食に
関する相談の対応及び情報提供に努め
ます。

子どもの発育及び発達の過程に応じた食
事の提供、食育の実施が⾏えるよう家庭
や地域の協⼒を得ながら推進します。

保育幼稚園室 家庭との連絡を密に取りながら、子ど
もの発育及び発達の過程に応じた食事
を提供するように努めます。

給食献⽴には、旬の食材を活用し、様々
な食材が味わえるようにするとともに、
⼿作りを心掛けます。

保育幼稚園室 栄養価が高く、美味しい「旬」の食材
を献⽴に活用し、様々な食材を味わえ
る給食献⽴の作成、⼿作りの給食の提
供に取り組みます。

保護者との連携を密にし、離乳食やアレ
ルギー対応食など子どもの状況に応じた
給食の提供に努めます。また、給食試食
会や献⽴表を通じて食に関する情報提供
を⾏います。

保育幼稚園室 ・離乳食やアレルギー対応食などは、
保護者との連携を密に取って提供しま
す。
・給食試食会や食育だより、献⽴表を
通じて保護者への食に関する情報提供
を⾏います。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承
（１）健康寿命の延伸に向けた取組

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画
ごはんを主食としながら、主菜・副菜に
加え、適度に牛乳・乳製品や果物が加
わった、バランスのとれた「⽇本型食生
活」の実践を促進します。

健康・子育て
支援室

「⽇本型食生活」関する情報を市ホー
ムページ等を用いて効果的な周知を⾏
います。

市内の高校等と連携をとり、「⽇本型食
生活」の実践に向けた具体的な取組の情
報提供を⾏います。また、生徒・学生が
⾃ら発信することで、情報拡散へとつな
げる取組を支援します。

健康・子育て
支援室

市内の高校等に「⽇本型食生活」につ
いての情報提供を⾏います。

健康づくりを推進する計画である「健康
なばり２１計画」を通して、健全な食生
活の実践につながる取組を推進します。

健康・子育て
支援室

生活習慣病の発症予防と重症化予防に
重点を置き、健康教室等で健全な食事
や運動について指導を⾏います。

⻭と⼝腔の健康づくりの推進を目的とし
た「⻭と⼝腔の健康づくり計画」と連動
し、食育を推進します。

健康・子育て
支援室

⼝腔機能の低下による低栄養を防ぐた
め、後期高齢者健診を個別医療機関で
受診した方を対象にオーラルフレイル
の重症化予防に取り組みます。

介護・高齢支
援室

単身・高齢者世帯の方に、市の配食
サービス事業や各地域での配食ボラン
ティア活動により、栄養バランスの取
れた食事の提供を継続して⾏います。

健康・子育て
支援室

フレイル予防の取組として健康教室等
で食事や運動について指導を⾏いま
す。

栄養成分表示を活用し、⾃分に応じた食
品を選択できることで、減塩や肥満予防
等の健康づくりを推進します。

健康・子育て
支援室

健康教室等で健全な食事や食品の選択
について指導を⾏います。

地域で活動する食育の推進に関わるボラ
ンティア（「名張市食生活改善推進協議
会」「名張市ボランティア楽食会」等）
の活動を支援します。

健康・子育て
支援室

食育の推進に関わるボランティアを養
成する「栄養教室」を開講します。

企業等と連携を取り、生活習慣病の予防
及び改善や健康づくりにつながる健全な
食生活の実践に向けた取組を推進しま
す。

健康・子育て
支援室

企業へ健全な食生活実践を啓発するた
めの情報提供を⾏います。

まちじゅう元気!!リーダー、地域づくり
組織等の様々な団体と、多様に連携、協
働し、⾃然に健康になれる食環境づくり
に向けた取組を推進します。

健康・子育て
支援室

各地域でまちじゅう元気!!リーダー等
の活動を支援します。

低栄養予防やフレイル予防といった高齢
者の活⼒を維持する食育を推進します。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

（２）食の安心・安全に関する取組
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画

生産から消費までの食べ物の循環を意識
し、健康な生活や環境に配慮した適切な
「食」の選択が⾏えるよう、食品の安全
性に関する情報を提供します。

市⺠相談室 市役所内の情報発信コーナー等で関連
するパンフレットを設置し、啓発を⾏
います。

国・県等と連携を図り、食の安心・安全
確保のための情報提供を⾏います。

農林資源室 ⽇本型直接支払制度の一つである環境
保全型農業直接支払交付⾦事業の推進
を通じ、有機農業や化学肥料・化学合
成農薬を低減する取組の推進、ＧＡＰ
（農業生産工程管理）認証の取得の推
進による農産物の安全性、環境保全、
労働安全等の持続可能性を確保する取
組を支援します。

安全と健康を考えた食品選択の実⾏に向
け、食品表示について周知を図る取組を
支援します。

市⺠相談室 市役所内の情報発信コーナー等で関連
するパンフレットを設置し、啓発を⾏
います。

安全と健康を考えた食品選択の実⾏に向
け、食品表示について周知を図る取組を
支援します。

商工経済室 地場産品を取り扱うとれたて名張交流
館として、スタッフが食品表示の正し
い知識を持ち、より理解を深めるた
め、研修やセミナーに参加します。
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 ３．地域及び職場における食生活改善のための取組と食文化の継承

（３）食文化の継承に向けた食育の推進
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画

地域経営室 ・地域づくり組織等に体験活動等、食
文化の継承に関わる視点を取り入れる
よう呼び掛けを⾏います。

文化生涯学習
室

放課後子ども教室において、地域の食
文化について学ぶ活動への支援を⾏い
ます。

学校教育室 ふるさと学習「なばり学」で郷⼟食や
伝統料理について知り、子どもたちが
体験を通して学ぶきっかけをつくりま
す。

共食（トモショク）を通して、和食、食
事のマナー等の食習慣が受け継がれてい
くように取組を支援します。

健康・子育て
支援室

市⺠へ「共食（トモショク）」につい
て市ホームページ等を用いて効果的な
周知を⾏います。

人権・男⼥共
同参画推進室

名張市多文化共生センターと共に、多
文化共生展示会「名張で世界とつなが
ろう︕」で市内の外国人住⺠数の多い
国の料理や食文化について紹介し、国
際理解を進めます。

商工経済室 食文化の魅⼒再発⾒を市内事業所の売
上増加への支援の一つとして事業者へ
提案します。

料理教室や体験活動等に、郷⼟食や伝統
料理を取り入れることにより、食文化の
普及と継承につなげます。

食品関連事業者等と連携し、名張の食文
化の魅⼒の再発⾒に取り組みます。あわ
せて、世界の食文化やフードダイバーシ
ティ（食の多様性）についての理解を促
します。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進
（１）農林業体験を通じた取組

施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画
農山村地域の持つ特性や資源を活用し、
農山村地域と都市住⺠との農林業体験等
を通じた交流を支援します。

農林資源室 「市⺠親子体験農業さつまいもづく
り」等の催しの開催を通じ、農山村と
都市住⺠の交流を図ります。

市⺠が､余暇､生きがい､教育､子育て､福
祉等､様々な目的で「農」に触れあうこ
とができるよう、体験等の場の創出を図
ります。

農林資源室 ・住宅地域と農山村地域が共存する本
市の地域特性を活かし、定年後の余暇
活動や子育て世代の情操教育の場等、
誰もが気軽に農作業を体験できる市⺠
農園等の環境整備に努めます。
・農業と福祉分野との連携等、他分野
との連携による取組を推進します。

農林業作業体験希望者を受け入れている
生産者の活動を支援します。

農林資源室 農林業作業体験希望者を受け入れてい
る生産者の活動を支援します。

農林資源室 みえ森と緑の県⺠税市町交付⾦を活用
した学校林整備事業や森林環境教育を
推進します。

学校教育室 ふるさと学習「なばり学」をきっかけ
として、伊賀米、牛、ぶどう、メロン
など飼育・栽培の⼟地を訪れ、生産者
の思いに触れたり、田植えなどの農業
体験の取組を推進します。

学校等での農林業体験学習や生産現場の
⾒学学習の機会の充実を図ります。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

（２）生産者、食品関連事業者と消費者との交流に関する取組
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画

名張の農産物やその生産活動などを広報
誌､インターネットなどを活用し紹介し
ます。

農林資源室 名張市の農産物を各種媒体を活用し、
周知します。

農林資源室 生産者と消費者の交流を図れるよう直
売所のＰＲに努めるとともに、マル
シェ等の開催、支援に取り組みます。

商工経済室 名張の農産物の直売施設である、とれ
たて名張交流館において、生産者が直
接販売を⾏う「対面販売」企画を通じ
て、生産者と消費者との交流の機会を
図ります。

食品関連事業者等は、消費者と接点を有
していることから、食品関連事業者等が
⾏う健康に配慮した商品やメニューの提
供、食に関する情報や知識の提供といっ
た活動の取組を支援します。

商工経済室 とれたて名張交流館を通じ、消費者に
対して、食に関する情報やメニューの
提供などを図ります。

農林資源室 市ホームページ等を活用し、名張ブラ
ンドの特産物を広く消費者に周知しま
す。

商工経済室 新たに設⽴した名張市産業活性化推進
協議会（通称︓ナウダツ）を通じ、お
⼟産や新しい商品などの開発支援とと
もに、地元産品の広報活動を推進しま
す。

名張の農産物や加工品の即売会、マル
シェ等のイベント開催の支援と情報発信
を⾏い、生産者と消費者との交流の機会
を図ります。

魅⼒的な名張ブランドの物産品を広く消
費者に紹介します。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

（３）地産地消の取組
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画

市内産農産物直売所と販売農家を支援
し､市⺠へ地場産物を提供します。ま
た、農産物直売所等の情報を､直売所
マップや広報誌､インターネットなどを
活用し紹介します。

農林資源室 ・伊賀ふるさと農業協同組合などと連
携し市内産農産物直売所と販売農家を
支援し、市⺠へ地場産物を提供しま
す。
・「⻘空ネット伊賀」など活用し、市
内の農産物直売所の情報を周知しま
す。

農林資源室 伊賀米、伊賀牛など名張産の品質の高
い地場産物の市内での消費を促進しま
す。

商工経済室 名張の農産物の直売施設である、とれ
たて名張交流館での取扱量と売上増を
図ります。

農林資源室 農業者と流通、加工、販売業が連携し
て⾏う６次産業化を支援します。

商工経済室 販路拡⼤を⾒込み６次産業化を進める
事業者への支援として、商談会や販売
機会の案内を含めた情報提供を⾏いま
す。

学校給食等に地場産物を積極的に使用し
ます。

教育総務室 「バリっ子給食」「みえ地物一番給食
の⽇」の実施、通常給食における地場
産物の活用を意識した献⽴作成を⾏い
ます。

農林資源室 地元産の農産物の加工等に係る消費者
向けの催し等の開催や情報発信を通
じ、地場産物の消費拡⼤を図ります。

商工経済室 とれたて名張交流館での売り場造成の
中で農産物情報や調理方法などをＰＯ
Ｐ等で表現し、売上増・消費増を図り
ます。

伊賀米、伊賀牛など名張産の品質の高い
地場産物の市内での消費を促進します。

農産物の生産から加工、販売まで⾏う６
次産業化の取組を支援します。

名張の農産物の情報や調理方法などを発
信し、地場産物の消費につなげます。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

（４）観光交流の促進や農山村の活性化に関する取組
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画

特産品である伊賀米、伊賀牛、地酒、ぶ
どう、お菓子 など をは じめ 、地 元の
「食」を生かした観光資源の開発に取り
組みます。

観光交流室 ・「食」をテーマにした観光商品やツ
アーの企画に取り組みます。
・市内観光関連事業者を対象に、地元
農産物の使用状況や今後の導入意向等
について調査を⾏います
・名張高校の総合ビジネス系列の学生
が⻘蓮寺で作られたぶどうを使った商
品企画（企画した商品は、市内飲食店
で商品化する）及び販売実践する取組
を支援します。

農山村地域の多様な主体が取り組む農
地、農業用施設、⾥山等の整備や保全活
動を支援します。

農林資源室 条件不利地の農用地の生産活動を支援
する中山間地域等直接支払制度や地域
の共同活動を支援する多面的機能支払
制度のほか、森林・山村多面的機能発
揮対策交付⾦を活用し、農地、農業用
施設、⾥山等の整備や保全活動を支援
します。
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 ４．生産者と消費者との交流及び地産地消における食育の推進

（５）食品ロス削減の取組
施策の取組内容 担当室 令和5年度事業計画

環境対策室 食品ロス削減啓発冊子の食品ロス削減
レシピを拡充するとともに、イベント
や環境学習、ホームページなどを通じ
て食品ロス削減の推進・啓発を⾏いま
す。

市⺠相談室 教育センターと連携し週末教育事業の
エシカル工作教室のイベントでのパン
フレットの配布等で食品ロスの啓発を
⾏います。

⼩売店や飲食店等に対し、食品ロス削減
の協⼒依頼を⾏います。

環境対策室 事業系食品ロス減少を図るため、食品
ロス削減に協⼒いただける「完食︕二
十面相出没店」の登録拡⼤に取り組み
ます。

イベントや環境学習等により、食品ロス
削減の推進・啓発を⾏います。
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・本気で「朝食」

・「朝食」をみんなに伝えたい

・クッキングコンテストで「共食」

・給食で「共食」

・観光で「地産地消」

令和５年度事業計画

名張市ばりばり食育推進計画食でもっと「まちじゅう元気!!」

多様な関係者の連携・協働

積極的な情報提供

健やかな心と体を育む
生活習慣の形成

豊かな食生活を
送るための望ましい

食習慣の定着

地産地消の取組

朝 食

ト モ シ ョ ク

共 食 地産地消

トモショク

トモショク
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